
0 500m

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

≪周辺用途地域≫ 【常盤-資料１】



0 500m

業務施設

商業施設

娯楽施設

官公庁施設

文教厚生施設

≪公共施設等の立地状況≫


